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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，特定非営利活動法人日本ネットワークセキ

ュリティ協会（JNSA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格

を制定すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格

である。これによって，JIS X 5093:2008 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 14533 規格群（長期署名プロファイル）は，次に示す部で構成する。 

JIS X 14533-1 第 1 部：CAdES デジタル署名 

JIS X 14533-2 第 2 部：XAdES デジタル署名 

JIS X 14533-3 第 3 部：PAdES デジタル署名 
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日本産業規格          JIS 
 X 14533-2：2025 
 (ISO 14533-2：2021) 

長期署名プロファイル－ 
第 2 部：XAdES デジタル署名 

Processes, data elements and documents in commerce, industry and 
administration-Long term signature-Part 2: Profiles for XML Advanced 

Electronic Signatures (XAdES) 
 

序文 

この規格は，2021 年に第 2 版として発行された ISO 14533-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

また，対応国際規格の語句の中で特定の情報を示す識別名称，又は略称として他の規格等で定義されて

いるものは翻訳することなく英語語句のまま記載している。 

1 適用範囲 

この規格は，長期間にわたってデジタル署名の検証を可能にするための XML デジタル署名及び XAdES
デジタル署名で定義されている要素について規定する。この規格は，デジタル署名自体についての新しい

技術仕様書を与えるものではなく，既に存在しているデジタル署名についての技術仕様書の新たな利用制

限をもたらさない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 14533-2:2021，Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration－

Long term signature－Part 2: Profiles for XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS X 14533-1 長期署名プロファイル－第 1 部：CAdES デジタル署名 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 14533-1，Processes, data elements and documents in 

commerce, industry and administration－Long term signature－Part 1: Profiles for CMS Advanced 
Electronic Signatures (CAdES) 

ETSI EN 319 132-2，XAdES digital signatures Part 2: Extended XAdES signatures v1.1.1, (April 2016) 


